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2025年8月15日（金）～9月7日（日）[24日間]

558,000円

2025年6月13日（金）
0

Mirai Bridge (TMR GLOBAL GROUP）



8/16（土）

8/15（金）

8/17（日）

8/18（月）～

8/22（金）

8/23（土）

8/24（日）

8/25（月）～

8/29（金）

8/30（土）

8/31（日）

9/1（月）～

9/4（木）

9/5（金）

9/6（土）

9/7（日） 空路成田空港へ（ブリスベン10：30発 QF61便）
成田空港着（18:45）各自帰宅

空路ブリスベンへ（成田21:30発 QF62便）
ブリスベン空港到着（朝7：25）

プログラム費用 ： 約558,000円

約242,000円

約307,000円

約558，000円

約9,000円



0

弊社Mirai Bridge（TMR GLOBAL GROUP）は、2023年10月
よりラグザスグループの一員となっております。留学費用の
お支払いはRAXUSグループである（株）ラグザス・クリエイ
トにてお受けさせて頂きます。 
RAXUSグループHP：https://raxus.inc/

■振込先■
銀行名： 三井住友銀行　　
支店名: 西野田支店　　
預金種目： 普通
口座番号： 7543776 　
口座名： カ）ラグザスクリエイト

5月14日（水）、15（木）、20（火）

5月14日（火）

6月13日（金）

6月16日（月）

6月27日（金）

7月上旬

7月下旬

8月上旬

8月15日（金）

2025年6月13日（金）

参加者はプログラム費用全額を6月27日（金）までに、下記の振込先にお振込みください。プログラム費
用確定金額は、6月16日（月）にMirai Bridgeよりメールにて送付される請求書をご確認ください。

Mirai Bridge （TMR GLOBAL GROUP）
住所    ： [本社] 
　　　 　Suit 2610 Level 6 Southport Central Commercial Tower 2
    　5 Lawson Street, Southport QLD 4215 Australia
　　    ： [日本オフィス] 
             　大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB　18階
電話    ： 07-5679-5983（オーストラリア国内から）　　　050-5532-6811（日本国内から） 
web    ： https://gcryugaku.com/ 
Email  ： info@gcryugaku.com
担当    ： 斎木航（サイキワタル）/内村政則（ウチムラマサノリ） 



＜別表＞
取消料

第1条（適用範囲）
1.　当社が旅行者との間で締結する研修旅行プログラムに関する契約は、この約款の定
めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立さ
れた慣習によります。
2.　当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結ん
だときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

第2条（旅行契約の内容）
当社は、本研修旅行プログラムにおいて、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運
送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けるこ
とができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。

第3条（手配代行者）
当社は、本研修旅行プログラムの履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本
邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがありま
す。

第4条（契約の申し込み）
1.　募集要項に記載されたプログラムの内容に関し、当社に本研修旅行プログラムの申
し込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書（以下「申込書」といいます。）に
所定事項を記入の上、当社に提出しなければなりません。
2.　本研修旅行プログラムの参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申
込時に申し出てください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
3.　前項の申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅
行者の負担とします。

第5条（契約締結の拒否）
当社は、次に掲げる場合において、本研修旅行プログラム契約の締結に応じないことが
あります。
(1) 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれが
あるとき。
(2)旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的
な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(3) 旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若
しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(4) その他当社の業務上の都合があるとき。

第6条（契約の成立時期）
本研修旅行プログラム契約は、当社が契約の締結を承諾し、第4条第1項の申込金を受理
した時に成立するものとします。

第7条（旅行代金）
旅行者は、指定された期日までに、当社に対し契約書面に記載する金額の旅行代金を支
払わなければなりません。
　
第8条（契約内容の変更）
1.　旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の内容（以下「契約
内容」といいます。）を変更するよう求めることができます。この場合において、当社
は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
2.　当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官
公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得な
い事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないとき
は、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由
との因果関係を説明して、契約内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合に
おいて、やむを得ないときは、変更後に説明します。

第9条（旅行代金の額の変更）
1.　本研修旅行プログラムを実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける
運賃・料金や研修料金が、著しい経済情勢の変化や為替レートの変動等により、本研修
旅行プログラムの募集要項に明記されてた適用運賃・料金に比べて、通常想定される程
度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額され
る金額の範囲内で旅行代金の額を増加又は減少することができます。
2.　当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日
から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。
3.　当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用（当該
契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料
その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。）の減少又
は増加が生じる場合（費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行
っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生
したことによる場合を除きます。）には、当該契約内容の変更の際にその範囲内におい
て旅行代金の額を変更することがあります。
4.　当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載
した場合において、本研修旅行プログラム契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によ
らず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の
額を変更することがあります。

第10条（旅行者の解除権）
1.　旅行者は、いつでも別表に定める取消料を当社に支払って本研修旅行プログラム契
約を解除することができます。
2.　旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消
料を支払うことなく本研修旅行プログラム契約を解除することができます。
　(1) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の
命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、
又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
　(2) 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実
施が不可能となったとき。
3.　旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず旅行サー
ビスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第1項の
規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができ
なくなった部分の契約を解除することができます。
4.　前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することが
できなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、前項の場合が当社の
責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対し
て取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係
る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。

第11条（当社の解除権等-旅行開始前、開始後の解除）
1.　当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前又は旅行
開始後に本研修旅行プログラム契約を解除することがあります。
　(1) 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられな
いと認められるとき。
　(2) 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれ
があると認められるとき。
　(3) 旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
　(4) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の
命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行
日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極
めて大きいとき。
2.　当社が前項の規定に基づいて本研修旅行プログラム契約を解除したときは、当社と
旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、旅行
者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなさ
れたものとします。
3.　前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けてい
ない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約
料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引
いたものを旅行者に払い戻します。

第12条（旅行代金の払戻し）
当社は、旅行代金が減額された場合又は本研修旅行プログラム契約が解除された場合に
おいて、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻
しにあっては解除の翌日から起算して15日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払
戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に
対し当該金額を払い戻します。

第13条（契約解除後の帰路手配）
1.　当社は、旅行者が旅行開始後に本研修旅行プログラム契約を解除したときは、旅行
者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配
を引き受けます。
2.　前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負
担とします。

第14条（当社の指示）
旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全
かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。

第15条（保護措置）
当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたとき
は、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべ
き事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は
当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません
。

第16条（免責事項）
1.　旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官
公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被った
ときは、当社は、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
2.　当社は本研修旅行プログラム提供に関して、教育機関、運輸機関、宿泊施設、送迎
業者やツアー業者など本研修旅行プログラムに関わる機関を代理媒介するものであり、
サービス内容や情報は各機関、業者より受けた情報をもとに提示しております。常に最
新の情報の提供に努めておりますが、記述の相違や脱落に起因するお客様の損失につい
ての責任は負いかねます。

第17条（責任賠償保険）
当社、教育機関、運輸機関、宿泊施設、送迎業者やツアー業者など本研修旅行プログラ
ムに関わる機関は全て責任賠償保険（PUBLIC　LIABILITY）に加入しております。 こ
れはオーストラリア国内で最も一般的な任意保険の一種でお客様への損害賠償を目的と
した保険です。この保険の適用は、該当する機関の過失がオーストラリアの国内法律に
基づき裁判によって判定され、オーストラリアの国内の規定によるものとなります。偶
発的に起きた事故（第三者起因の物、動物、自然現象等）又はお客様の過失によって起
きた事故に関しては適用されません。 

第18条（海外旅行傷害保険）
本研修旅行中に発生した事故、怪我、病気などの治療費、旅行者の過失による損害賠償
請求、携行品紛失や盗難の補償などに対応するため、旅行者は大学指定の海外旅行傷害
保険に加入する義務があります。

第19条（旅行者の責任）
1.　旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠
償しなければなりません。
2.　旅行者は、本研修旅行プログラム契約を締結するに際しては、当社から提供された
情報を活用し、旅行者の権利義務その他の本研修旅行プログラム契約の内容について理
解するよう努めなければなりません。
3.　旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領
するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行
地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申
し出なければなりません。

研修開始日の前日から起算してさか
のぼって50日目に当たる日以降に解
除する場合

研修開始日の前日から起算してさか
のぼって30日目に当たる日以降に解
除する場合

研修開始日の前々日以降に解除する
場合、又は旅行開始後の解除又は無
連絡不参加の場合

取消手数料4万円

取消手数料4万円
+

グリフィス大学付属語学学校返金規定に
従い、語学学校キャンセル料金とホーム
ステイキャンセル料金

研修代金の100％

Mirai Bridge（TMR GLOBAL GROUP)お申し込み規約
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氏名

※アレルギーやアトピー性皮膚炎、喘息等の持病があれば記入してください。

グリフィス大学付属語学学校英語研修プログラムお申込書

お申込日：２０２  年　　　月　　　日

在　  籍

学部名

学科名

氏    名

フリガナ

ローマ字

●性別　　（ 男 ・ 女 ）

●生年月日（西暦　　　年　　　月 　　日生）

●年齢　　 満　　　　歳

●国籍　　（　　　　　　　　　　　　　　）

現 住 所

フリガナ

〒 自宅電話

携帯電話

Ｅメール
アドレス

ＰＣ　　　：

携帯電話　：

保 護 者
フリガナ

住所

フリガナ

続　　柄

自宅電話

携帯電話

学籍番号

※ヘボン式で記入

フリガナ

緊　　急
連 絡 先 氏名

関　　係

電話番号

健康状態

語　　学
学 習 歴

海外
渡航
経験

パスポート
１． 有り   ２． 無し　　３． 申請中（発行予定日:２０２　年　　　　月　　　　日）

パスポート番号 有効期限 ２０　　　　年　　　　月　　　　日

Mirai Bridge ( TMR GLOBAL GROUP ) お申し込み規約の内容を十分理解し、同意します。

ご署名：　　　　　　　　 日付：２０２　　年　　　　月　　　　日 印

※ヘボン式ローマ字では、特に次の記入方法に注意してください。

し/ＳＨＩ　ち/ＣＨＩ　つ/ＴＳＵ　ふ/ＦＵ　じ・ぢ/ＪＩ　しゃ/ＳＨＡ　ちゃ/ＣＨＡ　じゃ/ＪＡ　等

※個人情報の取扱について

ここに記載された個人情報については、個人情報保護法に基づき、海外留学およびそれに伴う事務手続きに限り、適正に
取り扱います。

※海外留学に関する連絡先　
Mirai Bridge（TMR GLOBAL GROUP）

Email: info@gcryugaku.com
TEL   : 050-5532-6811 (日本国内から)

■ お申込書送付方法 ■

お申込書は直筆署名・押印後、スキャンしたファイル（スマホ等で撮影し、PDF化したファイル）をメール添付して下記へお送り下さい。

info@gcryugaku.comEmail

TOEIC/TOEFL（　　　　　）点

英検　　　 （          ）級

受験年（　　　　　）

受験年（　　　　　）

その他　　 （         　　　　　　　　　 　　  ）

（　　　　　）回

国名
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GOLD COAST http://gcryugaku.com

Mirai Bridge（TMR GLOBAL GROUP） 
[オーストラリア現地オフィス]
Suite ���� Level � Southport Central Tower �
� Lawson Street Southport QLD ���� Australia
[日本オフィス]
大阪府大阪市北区大深町3番1号
グランフロント大阪タワーB　��階

TEL:��-����-����(オーストラリア国内)
TEL:���-����-����(日本国内から)
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